
［担当］企画財政課

　　　　0475（32）4743

区分 新築住宅 中古住宅 増　築

補助金額

（上限）

対象住宅

または

工事

・増築部分のうち居住部分

　の床面積が１０㎡以上

・建築基準法の規定に適合

　する建築物

交付対象者

（要件）

※

長生村多世代住宅支援事業補助金

 (3)事前相談書提出時に子の世帯の夫婦どちらかが、

  　満３０歳以下の世帯である場合

 (4)交付対象者および同居または近居する者に村内の

  　公共交通機関の利用者がいる場合

加算額

・延べ床面積の２分の１以上が居住部分

・居住部分の床面積が５０㎡以上

・建築基準法の規定に適合する建築物

・住宅本体に係る工事で１００万円（税抜き）以上のもの（※リ

フォームの場合）

 (1)村内に本店または事業所がある事業者が行う

  　住宅の建築または販売による場合

 (2)事前相談書提出時において、同居する１８歳未満の

  　子どもがいる場合　１人につき

 (5)空家バンクの登録物件を購入した場合

・・・２０万円

・・・１０万円

・・・１０万円

５０万円

（上限 １００万円）

３０万円

（上限 ５０万円）

リフォーム

　親等または子世帯のどちらか、もしくは、その全部の世帯が転入し、多世代で同居または

近居する場合の住宅取得費用の一部を補助します。

　〇親等世帯とは …… 子の父母（継父母含む）または祖父母（曾祖父母含む）世帯

　●子世帯とは 　…… 子育て世帯（18歳未満の子どもと同居）および若年夫婦世帯（子どもがいない

　　　　　　　　 　　 夫婦でいずれかが50歳未満）

補助対象は、長生村内で新築・購入・増築・リフォームする住宅のみです（村外の住宅は対象

外）。

・親等および子の世帯のいずれかまたはその全部が村外から村内に転入すること

・転入世帯が事前相談書の提出日前１年の間に、長生村の住民基本台帳に記録されて

　いないこと

・親等または子の世帯に１８歳未満の子ども（孫）が居住すること（出産予定も含む）

・交付決定日から継続して１０年以上多世代同居または近居をする予定であること

・この要綱による補助金の交付を受けていないこと

・村税等の滞納がないこと

・暴力団員およびその関係者でないこと

・・・１０万円

・・・１０万円



段階

※副本はコピー可（押印要す）

購入

※ 交付申請は住宅取得等の日から１年以内に行ってください

※ 交付請求は交付決定後速やかに（2週間以内を目安に）行ってください

交付請求受理

住宅取得（登記）

住宅取得前

交付決定後

多世代

同居・近居

開始後

希望口座（申請者名義）

にて受領

住宅取得

居住開始

補助金振込

（第4号または第5号様式）

交付請求

（第6号様式）

交付申請

（第2号・第3号様式 ほか）

交付申請受理

審査（1～2週間）

交付（または不交付）決定交付（または不交付）

決定通知受取

新築・増築・

リフォーム

契約

着工

竣工

契約

住民票異動

引越し・居住開始

補助金手続きの流れ

長生村多世代住宅支援事業

事前相談書（副本）受取

正・副 各１部提出

事前相談書

（第1号様式 ほか）

事前相談

申請者（交付希望者） 長生村

事前相談書受付

補助制度説明

審査

（1～2週間）

事前相談書（副本）交付

該当の有無回答

【注意】交付申請までに、事前相談時から状況・内容が変更となり、交付（対象）

要件を満たさなくなった場合は申請できなくなります


